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抄　　録

中央教育審議会答申で子どものメンタルヘルスの課題が顕在化していることが指摘され、事実、疾
病負荷を示すDALYs値は、15歳から30歳において男女ともに低いものの、精神疾患が大部分を占め
ている。このような状況を受け、新学習指導要領では保健教育として精神疾患の理解教育が含まれる
ことが決まった。他方、保健管理では、就学時の健康診断を義務付けているが、検査項目に精神状態は
含まれておらず、また、学校医の多くは精神科医ではない。父母を含む一般人口のメンタルへルスリ
テラシーが十分でない中で、学校保健において重要になるのは、精神保健、精神疾患、精神科医療など
に関する情報をいかに取り入れ、伝え、そして、連携を図るかである。一方、米国においては、このよ
うな問題に対して遠隔精神医療を用いた取り組みが活発化している。

筆者らは、これらを参考に、本邦にある学校と児童精神科医などの専門スタッフをインターネット
を用いて繋ぎ、オンライン健康相談を提供するWelcome to talkというサービスを展開している。

オンライン健康相談は、インターネット環境があれば、いつでもどこでも受けることを可能にし、加
えて、教員の働き方改革が叫ばれる中で、必要なときに専門スタッフが学校と協力して子どもに寄り
添うことができる。

ここでは、子どもたちを取り巻く環境を諸家の知見を交えながら概観し、子どもたちがより健やか
に成長できる社会について考えていきたい。

児童思春期の精神疾患の罹患状況と学校保健の変遷
中央教育審議会答申で子どものメンタルヘルスの課題が顕在化していることが指摘される。2002

年度に厚生労働省が行った「保健福祉動向調査（心身の健康）」において、児童思春期は抑うつの程度を
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測定する自己記入式尺度“Center for Epidemiologic Studies Depression Scale”（CES-D）の得点が高く、
また、その平均点がカットオフに近似するという結果から、ハイリスクな状態であることが示唆され
た。事実、病的状態、障害などの疾病負荷を示す“Disability-Adjusted Life Year”（DALYs）値は、15歳
から30歳において他の年代に比べ男女ともに低いものの、精神疾患が大部分を占めている。また、図
1に示すように成人期以降に何らかの精神疾患に罹患している者のうち、約50%はすでに10代前半ま
でに、約75%はすでに10代後半までに何らかの精神科的診断に該当していることが報告されている

（Julia Kim-Cohen et al., 2003）。このように、思春期は早期発見・早期支援が重要な時期といえる。
そのような中で、本邦における学校保健は、明治初期に学校衛生として始まり、現在の制度は、昭和 

33 年に制定された学校保健法により形作られた。本邦の学校保健の特徴としては、健康診断や健康相
談などの保健管理活動と、体育科・保健体育科をはじめ関連する教科などを通じ、子どもが自分自身
や他者の健康課題を理解し、自ら進んで自己管理を行うことが生涯にわたってできるようにすること
を目指す保健教育の両面を有している。また、保健教育の成果を活用して保健管理が行われてきた点
が特徴的である。

学校における保健教育は学習指導要領に従った展開が主になるが、従来うつ病や統合失調症などの
精神疾患の理解教育は指導要領に含まれておらず、ストレスの理解と対処などに限定されていた。し
かしながら、社会環境の急激な変化により、学校生活においても、生活習慣の乱れ、いじめ、不登校な
どのメンタルヘルスに関する課題が顕著化していることは周知のとおりである。これを受けて2022
年以降施行予定の新学習指導要領には、『精神疾患の予防と回復には，運動，食事，休養及び睡眠の調
和のとれた生活を実践するとともに，心身の不調に気付くことが重要であること。また，疾病の早期
発見及び社会的な対策が必要であること』というように精神疾患の理解教育が含まれることが決まっ
た。

他方、学校における保健管理は、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るなどの保健管
理活動を定めた学校保健安全法施行規則に従った展開になる。就学時の健康診断を義務付けている
が、第六条にある検査項目に精神状態は小学校から高等学校までのいずれの学年も含まれていない。
学校医に対して行った調査（財団法人日本学校保健会，平成19年）では、子どものメンタルへルスの対
応において、精神科医等の専門家に相談できる体制づくりが必要との回答が多かったように、実際、学
校医の多くは精神科医ではないため、学校において精神保健、精神疾患、精神科医療などに関する情報
が十分にあるとは言えない状況にある。

世界保健機構（World Health Organization: WHO）と国際早期精神病学会（International Early 
Psychosis Association: IEPA）による共同宣言にEarly Intervention Serviceの整備のための重要な活
動の一つに、学校などの地域の中で相談の窓口となるところに早期発見の方法や取るべき処置につい
て教育するということが挙げられている。本邦においては、改訂される学習指導要領に精神疾患の理
解教育が含まれたことに加え、日常的に子どもの健康状態を観察し、心身の健康問題を早期に発見し
得る学校保健に求められる役割は増してきている。
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図1　精神障害を診断され得た年齢

本邦における学校精神保健の現状
精神保健教育が学習指導要領の中に組み込まれたことで、子どもが自分自身や他者の健康課題を理

解し、子ども自身が心身の不調に気付けるようになる場面が多くなることが想定される。これまで知
識不足などから子どもが精神的不調を症状として捉えることができず、「自分がおかしいのではない
か」などの不安と向き合うしかない状況から考えると大きな前進と考える。一方、この先に求められ
るのが、精神的不調を抱える子どもが専門スタッフに気軽に相談できるような窓口の整備である。す
でにある学校内の枠組みとしては学校保健安全法に規定される健康相談が挙げられる。平成20年の
中央教育審議会で「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組
を進めるための方策について」が答申され、健康相談の目的である「児童生徒等の心身の健康に関する
問題について、児童生徒や保護者等に対して、関係者が連携し相談等を通じて問題の解決を図り、学校
生活によりよく適応していけるように支援していくこと」の充実が図られた。図2は、学校における
健康相談の基本的なプロセスになる（文部科学省, 平成23年）。対象者の把握から支援方法の決定まで
のプロセスが示されたことで、養護教諭、学級担任等、学校医等の校内関係者のみならず、地域の関係
機関等とも連携して組織的に健康相談を実施することはそれぞれの立場で理解し易くなった。しかし
ながら、実際の健康相談を取り組む中で、いくつかの課題も存在している。健康相談においては、現在
学校医や学校歯科医だけが行うものではなく、養護教諭やその他の職員が行うものとされている。実
際の学校場面では、子どもの心身の健康問題を発見し易い立場にあることに加え職務の性質も合わせ
て、いじめや児童虐待などの早期発見及び早期対応に果たす役割や健康相談の必要性の判断、受診の
必要性の判断、医療機関などの地域の関係機関等との連携におけるコーディネーターの役割を養護教
諭に求められることが多い。教育職員である養護教諭が、特に精神疾患などの病気の有無の見極めを
行うことは非常に難しいことに加え、最も留意しなければいけない点は、カウンセリングで解決でき
るものと医療的な対応が必要なものとがあり、その判断を求められることである。例えば、統合失調
症の疑いがあるものにカウンセリングのみで経過を観察しているだけでは改善は乏しいだろう。医療
との連携が必要となるように、問題の本質を見極める必要がある。

また、子どものメンタルへルスに関する問題を理解するためには、保護者などとの連携が不可欠で
ある。心の健康つくりに関する調査（財団法人日本学校保健会，平成19年）でも示されているように、
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養護教諭が医療連携を勧めた子どものうち、医療連携をしなかった主な理由は、「本人や保護者の同意
が得られなかった」が最も多くを占めている。父母を含む一般人口のメンタルへルスリテラシーが十
分でない中での連携も安易ではない。加えて、本人や保護者の理解が得られた場合であっても、本邦
における児童精神科医はわずか数百人といわれるように医療アクセスの課題も挙げられる。

学校保健において重要になるのは、精神保健、精神疾患、精神科医療などに関する情報をいかに取り
入れ、いかに子ども、保護者及び教職員に伝え、そして、いかに連携協力を図るかである。

図2　学校における健康相談の基本的なプロセス
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米国における学校精神保健サービスの事例
一方、このような問題は、本邦に限られたことではない。米国においても児童思春期の精神保健サ

ービスにおける質とアクセスに関する問題が提起されている。毎年、14％から20％の子どもが精神障
害を経験しているにもかかわらず、診断可能な精神障害を持つ子どもの70％が治療を受けていないと
される（National Academy of Sciences, 2009; Greenberg MT et al., 2003）。これは米国内でも児童精
神科医が不足していることが挙げられ、平均して、18歳未満の15,000人の子どもに対して1人の児童
精神科医しかいないと報告される（The Associated Press, 2006）。

このような中、近年、米国では有効な解決方法の一つとして、距離が隔てたところでもインターネッ
トなどの通信技術を用いて医療サービスを行う、いわゆる遠隔精神医療（tele-psychiatry）を用いた取
り組みが活発化している。もともと精神科の外来診療はお互いの顔を見ながらの面接が大きな比重を
占めており、テレビ会議システムを用いた遠隔医療と親和性が高い診療科領域であることに加え、児
童精神科医など限られた資源を“Information and Communication Technology”（ICT）の特性を用い
て効果的かつ効率的に提供し、従来型の学校保健と組み合わせることが可能な手段となるためである。

実際、遠隔精神医療を用いたうつ病などの精神障害における治療効果を検証する先行研究でもその
有効性が報告されている（Ruskin PE et al., 2004）。そして、多くの学校で遠隔精神医療が取り入れら
れ、精神保健サービスを受ける子どもやその保護者または教師の満足度が非常に高いことに加え、テ
レビ会議システムを用いた直接的支援から、プライマリーケアや専門家との協議および共同サービス
提供などの間接的支援まで多岐にわたり、遠隔精神医療の有用性・汎用性を示す多くの報告がされて
いる（American Psychiatric Association）。図3には、学校を拠点にした遠隔精神医療の利点と課題を
まとめた（Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry，2017; Cunningham 
DL et al., 2013; Stephan S et al., 2016）。

図3　学校を拠点にした遠隔精神医療の利点と課題

Society 5.0時代に向けた医療・教育を取り巻く環境の変化
本邦でも、平成27年（2015）年8月10日の厚生労働省医政局長の「情報通信機器を用いた診療（いわ

ゆる「遠隔医療」）について」や平成30（2018）年3月の厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関
する指針」（以下、ガイドライン）を受けて、急速に遠隔医療が発展している。遠隔医療とは「情報通信
機器を活用した健康増進、医療に関する行為」と定義されている。これまではへき地や離島在住など
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遠隔診療が受けられる患者の対象が限定されていたが、厚生労働省の規制緩和の動きやスマートフォ
ンやタブレット端末などの急速な普及により次世代医療の先駆けとして期待されている。遠隔医療に
は、大きく分けて、医師と患者間（Doctor to Patient: D to P）の行為、医師と医師間（Doctor to Doctor: 
D to D）の行為、医師と医療従事者と患者間（Doctor to Nurse to Patient: D to N to P）の行為に分類さ
れる。さらにD to Pに分類される遠隔医療行為には、オンライン診療やオンライン受診勧奨、健康相
談がある。なお、当該ガイドラインに遠隔健康医療相談は適用されないが、遠隔健康医療相談の具体
例として、「教員が学校医に複数生徒が嘔吐した場合の一般的対処方法を相談」や「小児救急電話相談
事業：応答マニュアルに沿って小児科医師・看護師等が電話により相談対応」が示されている。

遠隔医療においては、法的課題、エビデンスの蓄積、ガイドラインの策定など乗り越えるべき課題は
あるが、政府は「未来投資戦略」の中で遠隔医療の促進を重要なテーマとして掲げており、先に挙げた
課題解決を通じて、今後遠隔医療の拡がりが加速することが想定される。

一方、学校においてもSociety5.0時代に向けた取り組みが加速している。文部科学省が提示した
GIGAスクール構想（Global and Innovation Gateway for Allの略）では、次世代の子供たちにとって、
教育におけるICTを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められるとし、1人1台端末及び高速
大容量の通信ネットワークを一体的に整備するとともに、並行してクラウド活用推進、ICT機器の整
備調達体制の構築、利活用優良事例の普及、利活用のPlan-Do-Check-Act（PDCA）サイクル徹底等を進
めることで、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学
校現場で持続的に実現させるとしている。また、1人1台端末の整備と併せて、統合型校務支援システ
ムをはじめとしたICTの導入・運用を加速していくことで、教職員等の負担軽減にも貢献し、学校に
おける働き方改革にもつなげるとされる。

昨今、教員の多忙化が叫ばれるなか、その原因の上位に「特別な支援が必要な児童・生徒への対応」
が挙げられる。この支援策として、以前から文部科学省は約7,000百万円の予算を確保し（補助率：
1/3）、スクールカウンセラーやスクールソーシャルカウンセラー配置拡充を行っており、全公立小中
学校（27,500校）に配置し、「児童生徒、保護者との教育相談」や「保護者対応」などにおいて教員の負担
軽減が認められるなどの効果も示されている。今後より複雑化・多様化する教育環境において、さま
ざまな専門性を持つ職員の配置を進めるとともに、教員と専門性を持つ職員が一つのチーム学校とし
て、それぞれの専門性を生かして、連携、協働することはより求められるだろう。

ただし、さらなる教育相談の充実に関しては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ
ーの多くが現在非常勤になるため、必要なときに必要な支援を提供することが難しい場合がある。そ
のためスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの常勤化や高等学校への配置拡充に向け
て、2/3を負担する自治体からは、財政的な負担や人材の確保や質の担保向上について、課題提起がな
されている（全国都道府県教育長協議会第4部会, 平成31年）。

Welcome to talkが提供するオンライン健康相談サービス
筆者らは、このような本邦における医療・教育の環境変化に加え、米国等での遠隔精神医療を用い

た学校における精神保健支援モデルを参考に、本邦にある小学校・中学校・高等学校・大学などの学校
と児童精神科医・精神科医・心理士などの専門スタッフをインターネットを用いて繋ぎ、オンライン
健康相談を提供するWelcome to talk（https://welcometotalk.co.jp）というサービスを展開している。
このサービスは、ガイドラインにある遠隔健康医療相談に沿い、従来型の学校保健と組み合わせるこ
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とを基本にしており、現在はテレビ会議システムを用いた直接的支援が主なサービスになっている。
情報セキュリティについては、“Information Security Management System”（ISMS）認証のもと、個人
情報保護方針及びプライバシーポリシーに準じた運用がされている。利用者はサービスを導入した学
校に在籍する在学生や教職員またはこの在学生の保護者になっているが、利用に当たっては、養護教
諭などから利用規約やプライバシーポリシーの説明を受け、在学生及びその保護者の自署された申込
兼承諾書を提出してもらうことで利用可能になっている。このような過程は、在学生の健康問題を理
解するために保護者を含めた関係者との連携が不可欠であることによるが、保護者や学校が相談理由
に当たる場合もあるため、詳細な相談内容についての事前確認はしていない。一方、自殺・自傷・他傷

（他害）・虐待等に関する内容で、緊急性が高いと判断した場合については、生命や法律遵守を最優先と
し、学校を含めた関係機関等に連絡する場合があることは事前に了解してもらうことにしている。こ
こには、個人情報保護やプライバシーの観点と早期介入に向けた支援体制の観点などとのバランスを
取る難しさが存在するが、在学生とその保護者及び学校がお互いの立場を尊重し協力しながら支援し
ていくことの合意形成を図る重要な機会となっているとともに、従来型の学校保健に自然に児童精神
科医や心理士などの専門スタッフが参加し、包括的に支援を提供する機会となっている。

実際のオンライン健康相談では、図4のように、精神保健、精神疾患、精神科医療などに関する正し
い情報提供を通じて、気をつける症状と受診のタイミング（どういう場合に受診するか）を利用者に分
かりやすく具体的な表現で伝えている。利用者側から出た病名に関しては、「その病気だったら、こう
いう症状が考えられる（起こりうる）」というように解説し、できればその受け答えの中で注意を要す
る必要度に気づいてもらうようにしている。例えば、利用者からオンライン健康相談の中で、「パニッ
ク障害が疑われるのですが、病院に行った方が良いでしょうか」という相談を受けた場合の回答はつ
いのようになり、「さぞ心配のことと思います。ご相談にあったパニック障害とは誘因なく突然予期
せぬパニック発作（動悸、発汗、息切れ、窒息感などの自律神経症状など）が反復して生じる病気です。
パニック発作に続いて過換気症候群が起こることが多いです。また、“また発作が起こるのではない
か”という予期不安を体験することがあります。今ある精神的不調がどの程度当てはまるか、それと
合わせて食欲低下などの生活に支障がある場合は、精神科に受診してください」としている。また、在
学生の状態や相談後どう行動するかといった判断は導入校に求められることを踏まえ、オンライン健
康相談後に担当した児童精神科医等から学校に対して報告書兼意見書というかたちで助言を行い、病
気の時などに求められる導入校の役割や判断への支援を行っている。なお、この報告書兼意見書のな
かでは、守秘義務を順守し、詳細な相談内容については含まれていない。

このような取り組みはまだ始まったばかりであり、利用者の満足度を高め、疾病の早期発見及び早
期支援には更なる改善が必要と考えている。

精神的不調を抱えた多くの子どもが精神科などの医療機関、心理カウンセリング、保健所など専門
相談場所へ赴きそれを利用するといったことを行っておらず（Rickwood DJ et al., 2007）、また、保護
者や学校の先生も、そのような子どもの変化に向き合い受け止める際にある不安や戸惑いを抱えたま
まの状況が存在する。そして、このように援助希求行動が遅れるのには相談先が分からないなどの知
識不足や精神障害への否定的な印象からくる心理的抵抗が指摘されている（Takamura S et al., 
2008）。オンライン健康相談は、インターネット環境が整備されている場所であれば、手軽に気軽にい
つでもどこでも受けることを可能にする。加えて、教員の働き方改革が叫ばれる本邦においては、必
要なときに専門スタッフが学校と協業体制で子どもの成長に寄り添うことが可能になる。筆者らは、
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インターネットを用いた保健教育と保健管理を通じて、子供たちを中心にできることをできる人がや
っていくことで（武藤ら，2015）、子どもたちがより健やかに成長する持続可能な社会を目指していき
たいと考える。

図4　医療関係者が陥りやすい問診型対応とオンライン健康相談の進め方の違い

オンライン健康相談の様子

オンライン健康相談を受けている場面生徒と養護教諭がオンライン健康相談を予約する場面

COI：本論文に際し、開示すべきCOI関係にある企業としては、株式会社 Welcome to talkがあげら
れる。
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